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（給付）：特別定額給付金 
 実施主体・・・国 

 対 象 者・・・全ての人々に 

 事業内容・・・一律１人当たり１０万円 

        申請は郵送又はマイナポータル（5/1 より受付開始）で 

        高原町の郵送開始日は５月１５日 

         〃  受付開始日は５月１８日 

         〃  支払開始日は５月２５日 

 役場窓口・・・総合政策課 地域政策係 

問 総合政策課 ☎0984-４２-２１１５ 
 

（給付）：子育て世帯への臨時特別給付金 
 実施主体・・・国 

 対 象 者・・・令和２年４月分（３月分も含む）の児童手当受給者（特例給付の方は除く） 

 事業内容・・・子ども１人当たり１万円（公務員の方以外は、申請不要です） 

 役場窓口・・・町民福祉課 福祉係 

問 町民福祉課 ☎0984-４２-１０６７ 
 

（給付）：住居確保給付金 
 実施主体・・・国 

 対 象 者・・・休業による収入減で住居を失うおそれのある方 

 事業内容・・・原則３か月、最長９か月の家賃相当額を支援 

 役場窓口・・・町民福祉課 福祉係（お手続きは、南部福祉こどもセンターへ 0986-23-4520） 

問 町民福祉課 ☎0984-４２-１０６７ 
 

（給付）：持続化給付金 
 実施主体・・・国 

 対 象 者・・・中小企業・小規模事業者等の皆様（農業者を含みます。） 

ひと月の売上が前年同月比で５０％以上減少 

        ※１～１２月のどの月でも 

 事業内容・・・中堅・中小・小規模     上限２００万円 

        フリーランス含む個人事業主 上限１００万円 

 役場窓口・・・産業創生課、農政林務課、農畜産振興課 

役場からのお知らせ 号外版 

新型コロナウイルス感染症に 
伴う各種支援のご案内 



問 
産業創生課☎0984-４２-２１２８ 農政林務課☎0984-４２-５１３４ 

農畜産振興課☎0984-４２-５１３２ 
 

（給付）：宮崎県小規模事業者事業継続給付金 
実施主体・・・県（商工会） 

対 象 者・・・小規模事業者等の皆様 

ひと月の売上が前年同月比で７５％以上減少 

        ※１～４月のどの月でも 

事業内容・・・一律２０万円給付 

申込期限・・・令和２年５月７日から６月３０日まで 

 役場窓口・・・産業創生課（お手続きは、高原町商工会へ） 

問 産業創生課 ☎0984-４２-２１２８ 
 

（給付）：宮崎県休業要請協力金 
実施主体・・・県 

対 象 者・・・①スナック、バー等の遊興施設 

       ②マージャン店等の遊戯施設 

事業内容・・・１事業者あたり一律１０万円給付 

申込期限・・・令和２年５月７日から６月３０日まで 

 役場窓口・・・産業創生課（お手続きは、宮崎県商工観光労働部へ） 

問 産業創生課 ☎0984-４２-２１２８ 
 

（貸付）：緊急小口資金・総合支援資金 
実施主体・・・国 

対 象 者・・・収入減で生活が苦しい方 

 事業内容・・・●緊急小口資金 

最大１０万円（３人以下の世帯） 

最大２０万円（４人以上の世帯） 

●総合支援資金 

         最大４５万円（単身世帯） 

         最大６０万円（２人以上の世帯） 

 窓  口・・・社会福祉協議会 

問 社会福祉協議会 ☎0984-４２-２２３０ 
 

（貸付）：実質無利子・無担保融資 
実施主体・・・国 

対 象 者・・・中小・小規模事業者等の皆様 

売上減で家賃の支払いが苦しいなど資金繰りが厳しい 

事業内容・・・３年間無利子、最長５年間元本据置 



       日本政策金融公庫等に加え、５月より地銀、信金、信組等でも 

       利用可に 

 役場窓口・・・産業創生課 

問 産業創生課 ☎0984-４２-２１２８ 
 

（利子補給）：経済変動・伝染病等対策資金（みやざきの
農を支えるひなた資金） 

 実施主体・・・県、町 

 対 象 者・・・農業経営の維持安定に支障を来たしている又は来たす恐れが 

        あり、一定の要件を満たす農業者 

 事業内容・・・経営の維持安定に要する経費の融資に伴う利子補給。借入限 

度額 1,000 万円以内で、貸付金利 1.4％全額を最大５年間利子 

補給。※償還期限 7年以内（うち据置期間 3年以内） 

 役場窓口・・・農政林務課 農政企画係 

 ※その他の新型コロナウイルス感染症に伴う農業制度資金につきましては、情

報が入り次第お知らせいたします。 

問 農政林務課 ☎0984－４２－５１３４ 
 

（猶予）：納税猶予、公共料金の支払猶予 
実施主体・・・国 

対 象 者・・・生活が苦しくて税、公共料金が払えない方 

事業内容・・・国税、地方税、電気・ガス・電話料金、NHK 受信料等の各種 

        公共料金の支払いを猶予 

 役場窓口・・・税務課 → 地方税 

 その他窓口・・国税 → 国税局猶予相談センター 

      ・・各種公共料金 → 各事業者 

問 税務課 ☎0984-４２-２１１３ 
 

（猶予）：国税、地方税、社会保険料の納付猶予 
実施主体・・・国 

対 象 者・・・中小・小規模事業者等の皆様 

       売上減で税、社会保険料が苦しい 

事業内容・・・売上が一定程度減少の場合、１年間、無担保かつ延滞金なしで 

       猶予 

 役場窓口・・・税務課 → 地方税 

 その他窓口・・国税 → 国税局猶予相談センター 

      ・・社会保険料 → 管轄の年金事務所、各都道府県労働局 

問 税務課 ☎0984-４２-２１１３ 
 
 
 
 



（猶予・減免）：国民健康保険税等の猶予・減免 
実施主体・・・国・町 

対 象 者・・・収入減で保険税等が払えない方 

事業内容・・・国民健康保険税、介護保険料、国民年金保険税等を猶予・減免 

役場窓口・・・町民福祉課 保険係 → 国民健康保険税、後期高齢者保険料 

国民年金保険料 

    ・・・ほほえみ館 介護保険係 → 介護保険料 

問 町民福祉課☎0984-４２－１０６７ ほほえみ館☎0984-４２－２５５０ 
 

（減免）：固定資産税の減免 
実施主体・・・国 

対 象 者・・・中小・小規模事業者等の皆様 

       売上減で固定資産税（事業用の家屋・償却資産）が払えない 

事業内容・・・売上が一定程度減少の場合、来年度は２分の１又はゼロに減免 

 役場窓口・・・税務課  

 

問 税務課 ☎0984-４２-２１１３ 
 

（免除）：証明書発行手数料の免除 
実施主体・・・町 

対 象 者・・・町民 

事業内容・・・助成金、給付金及び貸付金の書類提出に伴う税関係証明書の手

数料を免除 

 役場窓口・・・税務課  

問 税務課 ☎0984-４２-２１１３ 
 

（助成）：雇用調整助成金 
実施主体・・・国 

対 象 者・・・中小・小規模事業者等の皆様 

雇用を維持できない 

事業内容・・・休業手当１００％で雇用維持なら 

       中小は都道府県の休業要請を受けた場合 

       最大１０割助成  ※上限日額８，３３０円（5/11 時点） 

 役場窓口・・・産業創生課（お手続きは、宮崎労働局へ） 

問 産業創生課 ☎0984-４２-２１２８ 
 
 
 
 
 
 
 



（助成）：高収益作物次期作支援交付金 
実施主体・・・国 

対 象 者・・・価格低迷の影響を受けた野菜・花き・果樹・茶などの高収益作

物生産者 

事業内容・・・①高収益作物生産者への種苗等の資材購入や機械レンタル等の

支援 定額５万円/１０ａ 

②需要促進に取り組む高収益作物生産者の新品種導入や新販売

契約の取組への支援 取組ごとに定額２万円/１０ａ 

 役場窓口・・・農畜産振興課  

問 農畜産振興課 ☎0984-４２-５１３２ 
 

（助成）：肥育牛経営等緊急支援特別対策事業 
実施主体・・・ＡＬＩＣ（農畜産業振興機構） 

対 象 者・・・肉用牛肥育農家 

事業内容・・・肥育農家の経営体質強化の取組に対する支援 

取組メニュー２つ以上で出荷頭数に応じて２万円/頭 

枝肉価格が前年同期比３０％（４０％）以上下落の場合に取組

メニュー３つ以上で出荷頭数に応じて４万円/頭（５万円/頭） 

 役場窓口・・・農畜産振興課 

問 農畜産振興課 ☎0984-４２-５１３２ 
 

（助成）：みやざきの農産物供給力強靭化緊急対策事業 
実施主体・・・県 

対 象 者・・・・耕種農家 

事業内容・・・マンゴー、メロン等農家の省力化、品質・収量向上等の取組を

支援 ３万円/１０ａ（定額）、上限６万円以内 

 役場窓口・・・農畜産振興課  

問 農畜産振興課 ☎0984-４２-５１３２ 
 


